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第２章 地域の概況 
第１節 社会的状況 
１．人口及び産業の状況 
（１）行政区画の状況 

調査区域には、「長野県飯田市」「長野県下伊那郡天龍村」の 1市 1村があります。
このうち、飯田市、下伊那郡天龍村を以下「調査対象地域」とします。 

表 ２ .１ .１に調査対象地域の変遷を示します。 

なお、行政界を事業概要の図  １ .１ .１に示します。   

 

表 ２.１.１ 各市村の変遷 
市村名 合併編入年月日 合併編入事項 

飯田市 

昭和 12年 4月 1日 
昭和 31年 9月 30日 
 
昭和 36 年 3 月 31 日  
昭和 39 年 3 月 31 日  
昭和 59 年 12 月 1 日  
平成 5 年 7 月 1 日  
平成 17年 10月 1日 

・市制施行、飯田町、上飯田町 
・飯田市、下伊那郡座光寺村、松尾村、竜丘村、三穂村、伊
賀良村、山本村、下久堅村が合併。 

・ 下伊那郡川路村を編入。 
・ 下伊那郡龍江村、千代村、上久堅村を編入。 
・ 下伊那郡鼎町を編入。 
・ 下伊那郡上郷町を編入。 
・下伊那郡上村、南信濃村を編入。 

下伊那郡天龍村 昭和 31年 9月 30日 ・下伊那郡平岡村と神原村を廃し、新たに天龍村を置く。 
出典：平成 19 年度版市勢の概要（平成 20 年：飯田市総務部地域づくり・庶務課）1）  
 

 

（２）人口分布及び人口密度 
調査対象地域及び長野県における人口の状況として国勢調査の結果を表  ２ .１ .２に

示します。 

県全体では平成 12 年以降から人口が減少しており、調査対象地域では人口がいず
れも減少しております。 

 

表 ２.１.２ 人口の状況 
人口 市村（県）名 面積 

（平成 17 年） 平成 7 年 平成 12 年 平成 17 年 
人口密度 

（平成 17 年）
飯田市  658.76 km2 110,204 人 110,589 人 108,624 人 164.9 人 /km2

下伊那郡天龍村  109.53 km2 2,445 人 2,239 人 2,002 人 18.3 人 /km2

長野県  13,562.23 km2 2,193,984 人 2,215,168 人 2,196,114 人 161.9 人 /km2

注１）デ－タは、総務省統計局｢平成 7、12、17 年国勢調査報告｣の各年 10 月 1 日現在のものです。  
注２）平成 7 年、12 年の飯田市のデータは、合併前の飯田市、上村、南信濃村の合計値です。  
出典：平成 7 年国勢調査編集・解説シリーズ№2 都道府県の人口 その 20 長野県の人口  
   （平成 9 年：総務庁統計局）に基づき市町村合併後の値を算出したものです。２）  
  ：平成 12 年国勢調査編集・解説シリーズ№2 都道府県の人口 その 20 長野県の人口  
   （平成 15 年：総務省統計局）に基づき市町村合併後の値を算出したものです。３）  
  ：平成 17 年国勢調査 長野県ホームページ（http:/ /www3.pref.nagano. jp/）  
   （平成 18 年：総務庁統計局）４）  
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（３）人口動態 
調査対象地域及び長野県における人口の経年変化を図  ２ .１.１に示します。 

平成 7年度からの経年変化は、調査対象地域の天龍村では、人口が減少しています。
また、県全体及び調査対象地域の飯田市では、平成 7年度から人口が増加しています
が、平成 12年以降から減少しています。 

 

 
注１）平成 7 年、12 年の飯田市のデータは、合併前の飯田市、上村、南信濃村の合計値です。  

図 ２.１.１ 人口動態 
 
（４）年齢別人口 

調査対象地域及び長野県における年齢別人口の状況を表  ２ .１ .３に示します。 

年齢構成は、天龍村の老年人口が生産者年齢人口より若干多い値となっています。
また、飯田市及び長野県では、生産者年齢人口の割合が高くなっています。 

 
表 ２.１.３ 年齢別人口 

年齢構成（平成 20 年 10 月１日現在）  
市村（県）名  年少人口  

（14 歳以下）  
生産者年齢人口  
（15～64 歳）  

老年人口  
（65 歳以上） 年齢不詳  合計  

総数  15,409 人  61,648 人 29,238 人 335 人 106,630 人飯田市  割合  14. 5% 57.8% 27.4% 0.3% 100%
総数  121 人  750 人 945 人 0 人 1,816 人下伊那郡

天龍村  割合  6.  7% 41.3% 52.0% 0% 100%
総数  306,957 人  1,311,655 人 553,435 人 1,445 人 2,173,492 人長野県  割合  14. 1% 60.3% 25.5% 0.1% 100%

注１）デ－タは、長野県による平成 20 年 10 月 1 日現在のものです。  
出典：長野県ホームページ http: / /www3.pref.nagano. jp/（平成 20 年：長野県企画局情報政策課）４）  
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（５）世帯の状況 
調査対象地域及び長野県における世帯数の状況を表  ２ .１ .４に示します。 
調査対象地域の天龍村では、減少を示しています。また、県全体及び調査対象地域

の飯田市では、世帯数が増加しています。 
表 ２.１.４ 世帯数 

世帯数 市村（県）名 
平成 7 年 平成 12 年 平成 17 年 

飯田市 34,890 世帯 36,762 世帯 37,350 世帯
下伊那郡天龍村 943 世帯 899 世帯 830 世帯

長野県 713,414 世帯 758,164 世帯 780,245 世帯
注１）デ－タは、総務省統計局｢平成 7、12、17 年国勢調査報告｣の各年 10 月 1 日現在のものです。  
注２）平成 7 年、12 年の飯田市のデータは、合併前の飯田市、上村、南信濃村の合計値です。  
出典：平成 7 年国勢調査編集・解説シリーズ№2 都道府県の人口 その 20 長野県の人口  
   （平成 9 年：総務庁統計局）に基づき市町村合併後の値を算出したものです。２）  

：平成 12 年国勢調査編集・解説シリーズ№2 都道府県の人口 その 20 長野県の人口  
   （平成 15 年：総務省統計局）に基づき市町村合併後の値を算出したものです。３）  
：平成 17 年国勢調査 長野県ホームページ（http:/ /www3.pref.nagano. jp/）４）  

   （平成 18 年：総務庁統計局）  
 

（６）主な産業 
調査対象地域及び長野県の平成 7、12、17 年の産業別就業人口を表  ２ .１ .５に示

します。調査対象地域及び長野県においては、主に第 2次産業就業人口と第 3次産業
就業人口により産業人口が構成されており、平成 7 年から平成 17 年までの経年変化
をみると、第 1次産業人口及び第 2次産業人口は減少傾向にあり、第 3次産業人口に
ついては飯田市で増加から減少、天龍村で減少、長野県で増加傾向にあります。 

表 ２.１.５ 産業別就業人口 
就業人口 市村（県）名 年次 第 1次産業 第 2次産業 第 3次産業 その他 合計 

6,415 人  19,682 人 31,490 人 449 人 58,036 人平成 17年 
11.1% 33.9% 54.3% 0.8% 100%

6,535 人  22,233 人 31,703 人 59 人 60,530 人平成 12年 
10.8% 36.7% 52.4% 0.1% 100%

7,581 人  23,250 人 30,694 人 57 人 61,582 人

飯田市 

平成 7年 12.3% 37.8% 49.8% 0.1% 100%
135 人  354 人 440 人 0 人 929 人平成 17年 14.5% 38.1% 47.4% 0.0% 100%
138 人  471 人 494 人 1 人 1,104 人平成 12年 12.5% 42.7% 44.7% 0.1% 100%
161 人  579 人 524 人 － 1,264 人

下伊那郡 
天龍村 

平成 7年 12.7% 45.8% 41.5% 0.0% 100%
131,645 人  354,812 人 655,477 人 8,946 人 1,150,880 人平成 17年 11.4% 30.8% 57.0% 0.8% 100%
134,545 人  421,450 人 639,860 人 4,426 人 1,200,281 人平成 12年 11.2% 35.1% 53.3% 0.4% 100%
155,541 人  441,997 人 619,478 人 1,309 人 1,218,325 人

長野県 

平成 7年 
12.8% 36.3% 50.8% 0.1% 100%

注１）デ－タは、総務省統計局｢平成 7、12、17 年国勢調査報告｣の各年 10 月 1 日現在のものです。  
注２）合計には、分類不能も含みます。また、％は小数点第 2 位で四捨五入したものです。  
注３）－は、該当のないものです。  
注４）平成 7 年、12 年の飯田市のデータは、合併前の飯田市、上村、南信濃村の合計値です。  
出典：平成 7 年国勢調査報告 第 3 巻 その 2 都道府県・市区町村編 20 長野県  

（平成 9 年：総務庁統計局）に基づき市町村合併後の値を算出したものです。５） 
  ：平成 12 年国勢調査報告 第 3 巻 その 2 都道府県・市区町村編 20 長野県  

（平成 14 年：総務省統計局）に基づき市町村合併後の値を算出したものです。６） 
  ：平成 17 年国勢調査 長野県ホームページ（http:/ /www3.pref.nagano. jp/）  
   （平成 18 年：総務庁統計局）４）  
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（７）産業構造 
調査対象地域及び長野県における平成 17 年の産業大分類別就業人口を表  ２.１ .６

に示します。 

産業大分類別就業人口で見ると、第 1次産業では、下伊那郡天龍村は農業の就業人
口の構成割合が高く、飯田市は第 1次産業の割合が特に低いですが、その中では農業
の割合が比較的高くなっています。第 2次産業では、飯田市及び下伊那郡天龍村では
製造業が高い割合を示しています。第 3次産業では、長野県、両市村ともにサービス
業、卸売・小売業、医療、福祉の構成割合が高くなっています。 

 
表 ２.１.６ 産業大分類別就業人口 

飯田市 下伊那郡天龍村 長野県 産業分類 人口 構成比 人口 構成比 人口 構成比

農業 6,309人 10.9% 123人 13.2% 129,811人 11.3%

林業 74人 0.1% 12人 1.3% 1,543人 0.1%

漁業 32人 0.1% － － 291人 0.0%

第
１
次
産
業  

小計 6,415人 11.1% 135人 14.5% 131,645人 11.4%

鉱業 17人 0.0% 10人 1.1% 550人 0.0%

建設業 5,706人 9.8% 159人 17.1% 101,132人 8.8%

製造業 13,959人 24.1% 185人 19.9% 253,130人 22.0%

第
２
次
産
業  

小計 19,682人 33.9% 354人 38.1% 354,812人 30.8%
電気・ガス・ 
熱供給・水道業 323人 0.6% 12人 1.3% 5,000人 0.4%

情報通信業 515人 0.9% － －% 18,025人 1.6%

運輸業 1717人 3.0% 17人 1.8% 40,137人 3.5%

卸売・小売業 9,068人 15.6% 72人 7.8% 179,649人 15.6%

金融・保険業 1,131人 1.9% 6人 0.6% 21,293人 1.9%

不動産業 215人 0.4% 3人 0.3% 7,464人 0.6%

飲食店、宿泊業 2,958人 5.1% 39人 4.2% 66,922人 5.8%

医療、福祉 5,436人 9.4% 108人 11.6% 96,212人 8.4%

教育、学習支援業 2,025人 3.5% 36人 3.9% 43,264人 3.8%

複合サービス事業 948人 1.6% 34人 3.7% 19,258人 1.7%

サ－ビス業（他に分類
されないもの） 5,854人 10.1% 67人 7.2% 126,586人 11.0%

公務（他に分類されな
いもの） 1,300人 2.2% 46人 5.0% 31,667人 2.8%

第
３
次
産
業 
 

小計 31,490人 54.3% 440人 47.4% 655,477人 57.0%
その他 449人 0.8% － －% 8,946人 0.8%

総計 58,036人 100.0% 929人 100.0% 1,150,880人 100.0%

注１）デ－タは、総務省統計局｢平成 17 年国勢調査報告｣の平成 17 年 10 月 1 日現在のものです。また、
構成比は全体総計に対するもので、％は小数点第 2 位で四捨五入したものです。  

注２）－は、該当のないものです。  
出典：平成 17 年長野県統計書（平成 20 年：長野県企画局情報政策課）７） 
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（８）製造品出荷額 
調査対象地域及び長野県における平成 17 年の製造品出荷額を表  ２ .１.７に示しま

す。 

長野県においては電子・情報等が大きな出荷額となっています。 

調査対象地域では、電機・電子・食料・機械が大きな出荷額となっています。 

 

表 ２.１.７ 製造品出荷額 
 飯田市 下伊那郡天龍村 長野県 

食料 2,836,295 万円 X 47,606,170 万円

飲料 150,165 万円 － 14,625,535 万円

繊維 114,840 万円 － 777,563 万円

衣服 41,860 万円 － 1,187,330 万円

木材 70,299 万円 － 3,672,729 万円

家具  X －  3,460,365 万円

紙  1,088,710 万円 －  6,736,966 万円

印刷  270,439 万円 －  7,574,214 万円

化学  －  －  9,692,935 万円

石油  X －  746,715 万円

プラスチック  329,534 万円 －  15,485,113 万円

ゴム － － 1,677,166 万円

皮 868,637 万円 － 969,511 万円

土石 403,803 万円 － 10,722,945 万円

鉄鋼 － － 4,269,605 万円

非鉄 X － 8,042,774 万円

金属 210,233 万円 － 19,987,487 万円

機械 2,532,669 万円 － 85,801,532 万円

電機 8,850,422 万円 X 73,631,388 万円

情報 202,812 万円 － 98,083,882 万円

電子 4,587,042 万円 － 106,952,916 万円

輸送 169,276 万円 － 40,006,875 万円

精密 1,967,760 万円 － 27,795,982 万円

その他 146,502 万円 － 4,152,739 万円

合計 24,921,788 万円 13,171 万円 593,660,437 万円
     注１）デ－タは、経済産業省「工業統計調査」の平成 18 年 12 月調べのもの。  
     注２）－は、該当のないものです。X は、数字が秘匿されているものです。  
     注３）値は、千の位で四捨五入したものです。  
     出典：  長野県ホームページ（http: / /www3.pref.nagano. jp/）  

（平成 19 年：長野県  企画局  情報政策課 統計室）４）  
 



 

 2-6

 

２．交通量の状況 
調査区域における主要道路を図  ２ .１.２に示します。 

調査区域には一般国道 418号及び一般国道 152号が通過します。 

なお、主要地方道、一般県道及び鉄道は、調査区域を通過しません。 

また、全国道路交通情勢調査（道路交通センサス：平成 17 年度）による交通量は、
表 ２ .１ .８に示すとおりです。 

 

表 ２.１.８ 交通量の状況 
12時間交通量 24時間交通量 路線名 区間番

号 観測地点 平日 休日 平日 休日 
一般国道 152号 1262 飯田市南信濃和田 1143-2 1,463 台 954 台 1,697 台 1,190 台
一般国道 152号 51262 飯田市南信濃  －  －  －  －  

一般国道 418号 1476 飯田市南信濃南和田（堀割）  766 台 460 台 889 台 511 台
注１）一般国道 152号：区間番号 51262は、通行不能区間です。 
出典：平成 17年度道路交通センサス報告書（平成 19年 3月：国土交通省 中部地方整備局）８） 
 







 

 2-9

 

３．土地利用の状況 
（１）土地利用の状況 

調査対象地域及び長野県の土地利用の状況を表 ２.１ .９に、調査区域の土地利用を
図 ２ .１ .３に示します。 

土地利用は、山林の割合が多い状況になっています。 

このうち実施区域は、針葉樹、広葉樹からなる林地等により占められています。 

 

表 ２.１.９ 地目別土地利用状況 単位：上段千 m2 下段（ ）％ 
地目地区 総面積 田 畑 宅地 鉱泉地 池沼 山林 牧場 原野 その他 

6 5 8 , 7 6 0  1 7  , 4 11  2 8 , 1 4 2  2 1 , 0 0 8  0  2 8 1 7 9 , 9 2 0 0 1 9 , 3 6 3 3 9 2 , 8 8 8
飯田市 

（1 0 0 %）  （2 . 7 %）  （4 . 3 %）  （3 . 2 %）  （0 . 0％）  （0 . 0 %） （2 7 . 3 %） （－）  （2 . 9 %） （5 9 .  6 %）

1 0 9 , 5 3 0  5 1 2  1 , 11 0  4 4 4  0  1 , 3 3 1 5 6 , 6 7 8 0 9 5 5 4 8 , 5 0 0下伊那郡
天龍村 （1 0 0 %）  （0 . 5 %）  （1 . 0 %）  （0 . 4 %）  （0 . 0％）  （1 . 2 %） （5 1 .  7 %） （－）  （0 . 9％） （4 4 . 3 %）

1 3 , 5 6 2 , 2 3 0  6 6 6 , 0 6 4  7 2 8 , 7 5 0  4 9 5 , 5 6 1  7  3 3 , 8 46 6 , 2 7 7 , 3 7 0 2 3 , 2 5 2 9 1 8 , 3 3 5 4 , 4 1 9 , 0 3 6
長野県 

（1 0 0 %）  （4 . 9 %）  （5 . 4 %）  （3 . 6 %）  （0 . 0 %）  （0 . 2 %） （4 6 . 3 %） （0 . 2 %） （6 . 8 %） （3 2 .  6 %）

注１）このデータは平成 19 年 1 月調べのものです。  
注２）－は、該当のないものです。  
注３）（ ）内数値は、総面積に占める各地目の割合です。 
出典：平成 19 年版 ながの県勢要覧（平成 20 年：長野県企画局情報政策課）9）  

 

（２）国土利用計画法に基づく土地利用基本計画の決定状況 
「国土利用計画法」（昭和 49 年：法律第 92 号）に基づき計画された長野県土地

利用基本計画による地域の状況を図  ２ .１ .４（１）～（２）に示します。 

調査区域においては、概ね森林地域となっており、また、一部農業地域が主に河
川に沿っています。 

なお、実施区域内には都市地域、自然公園地域はありません。 
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４．環境保全についての配慮が必要な施設の状況 
環境保全についての配慮が必要な施設である教育施設（学校及び図書館等）、医

療施設（病院及び診療所）、社会福祉施設（保育所及び特別養護老人ホーム等）は
ありません。 
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５．水域の利用状況 
（１）河川、湖沼及び地下水の利用 

調査区域における河川、湖沼、地下水等からの年間取水量（簡易水道）の状況を表  

２.１ .１０に、調査区域の取水源の分布状況を図 ２ .１ .５に示します。 

調査区域での取水源として、湧水その他が多く利用されています。 

 

表 ２.１.１０ 調査区域の利水の状況（簡易水道） 
年間取水量（ ） 

浅井戸 深井戸 種 
類 事業主体・名称 ダ 

ム 
湖 
沼 河川 

伏 
流
水 本

 本  
湧水 
その他 

受
水 計 

飯田市南信濃 和田 － －  －  －  － － 2 40,273 161,096 － 201,369
飯田市南信濃 名古山 － －  －  －  － － 1 7,274 －  － 7,274
飯田市南信濃 十原 － －  －  －  － － － －  2,952 － 2,952
飯田市南信濃 八重河内 － －  －  －  － － 1 3,432 7,521 － 10,953

簡 
易 
水 
道 

下伊那郡天龍村 平岡 － －  231,173  －  － － － －  －  － 231,173
注１）「－」は、該当のないものです。  
注２）データは、平成 19 年 3 月 31 日現在のものです。  
出典：平成 18 年度 長野県の水道（平成 20 年 3 月：長野県水道協議会）1 0）  
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（２）内水面利用の状況 
長野県（天竜川水系）における河川の漁獲の状況を表  ２ .１ .１１、調査区域におけ

る漁業権の設定状況を図 ２ .１ .６に示します。 

調査区域には、天竜川水系が流れており、その内水面の魚種別漁獲量をみますと、
「さけ・ます類その他」や「あゆ」が主な漁獲となっています。 

また調査区域においては、八重河内川、梶谷川、遠山川、小嵐川及びそれらに流入
する沢等まで含めて漁業権が設定されています。 

 

表 ２.１.１１ 漁獲の状況 
                                  単位：ｔ 

魚          類 

河 川 

総 
 
 
数 

ひ

め

ま

す 

に

じ

ま

す 

や

ま

め 

い

わ

な 

そ

の

他 
さ
け
・
ま
す
類 

わ

か

さ

ぎ 

あ

ゆ 

こ

い 

ふ

な 

う

ぐ

い 

お

い

か

わ 

う

な

ぎ 

そ

の

他 

長野県 
（天竜川水系） 131 － 7 － 16 35 － 49 4 1 12 6 0 0

  注１）参考に、長野県（天竜川水系）における内水面漁獲状況を示します。  
  注２）「－」は該当のないもの、「0」は単位未満の数値です。  
  出典：平成 17 年長野県統計書（平成 20 年：長野県企画局情報政策課）７）  
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６．環境整備の状況 
（１）上水道 

調査対象地域における上水道等の整備の状況を表  ２ .１ .１２に示します。 

調査区域には、簡易水道が整備されています。 

 

表 ２.１.１２ 上水道の状況 

事業主体・名称  種類  計画給水人口 
（人）  

現在給水人口  
（人）  

普及率
（％）  

上水道  104,810 98,609
簡易水道  11,326 6,600飯田市  

合計  116,136 105,209

98.2 

簡易水道  1,980 1,439
天龍村  

合計  1,980 1,439
75.3 

   注１）データは、平成 19 年 3 月 31 日現在のものです。  
   注２）「上水道」とは、計画給水人口が 5,001 人以上の水道を示し、  
      「簡易水道」とは、計画給水人口が 101 人以上 5,000 人以下の水道を示す。  
   出典：平成 18 年度 長野県の水道（平成 20 年 3 月：長野県水道協議会）1 0）  

  

（２）下水道 
調査対象地域及び長野県における下水道の整備の状況を表  ２ .１ .１３に示します。 

下水道の普及率は飯田市は県全体と同程度ですが、下伊那郡天龍村は県全体に比
べ低い状況にあります。 

 

表 ２.１.１３ 下水道の状況 

市村（県）名  総人口（千人）  処理人口（千人） 総人口普及率
（％）  

飯田市  107.2 95.1 88.6

下伊那郡天龍村  1.9 1.5 77.9

長野県  2,184.6 1,998.6 91.5

    注１）総人口及び処理人口は平成 19 年 3 月 31 日現在。  
    出典：平成 19 年版 ながの県勢要覧（平成 20 年：長野県企画局情報政策課）９）  

 

（３）廃棄物処理 
調査区域には産業廃棄物処理施設、一般廃棄物処理施設はありません。 
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（４）公害の苦情の状況 
長野県における最近 3年間の公害の苦情件数の状況を表  ２ .１ .１４に示します。 

最近 3年間の苦情件数推移は総計では、長野県では横ばいですが、飯田市では増加
傾向にあります。 

飯田市では、水質汚濁に係る苦情件数が一番多く、また増加傾向にあり、次いで大
気汚染、悪臭、騒音となっています。 

なお、下伊那郡天龍村では、平成 16～18年度の公害の苦情はありません。 

 

表 ２.１.１４ 公害の苦情件数 

 年度 大気 
汚染 

水質 
汚濁 

土壌 
汚染 騒音 振動 地盤 

沈下 悪臭 その他 総計 

Ｈ18 40 57 0 12 1 0 10 236 356
Ｈ17 49 56 0 13 1 0 21 188 328

飯
田
市 Ｈ16 60 47 1 3 0 0 14 176 301

Ｈ18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ｈ17 0 0 0 0 0 0 0 0 0

天
龍
村 Ｈ16 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ｈ18 726 378 22 198 13 1 309 1,133 2,780
Ｈ17 746 487 19 248 11 0 301 1,176 2,988

長
野
県 Ｈ16 648 461 24 209 8 1 309 988 2,648

出典：平成 19 年版  ながの県勢要覧（平成 20 年：長野県企画局情報政策課）9）  
   飯田市ホームページ（平成 19 年：http://www.city.iida.lg.jp/iidasypher/kankyo/plan/report.html）1 1）  
   天龍村役場  聞き取り  
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７．法令による指定及び規制等の状況 
（１）大気汚染防止法による規制地域の状況 

調査区域には、「大気汚染防止法」（昭和 43 年：法律第 97 号）第 5 条の 2 第 1

項に規定する総量規制基準に係る規制地域はありません。 

 

（２）自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の 
削減等に関する特別措置法に係る対策地域の状況 
調査区域には、「自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減

等に関する特別措置法」（平成 4 年：法律第 70 号）第 6 条第 1 項に規定する特定地
域はありません。 

 

（３）幹線道路の沿道の整備に関する法律に係る沿道整備道路の状況 
調査区域には、「幹線道路の沿道の整備に関する法律」（昭和 55 年：法律第 34

号）第 5条第 1項の規定により指定された沿道整備道路はありません。 

 

（４）自然公園法等に基づく国立公園、国定公園及び都道府県立自然公園区域 
調査区域には、「自然公園法」（昭和 32 年：法律第 161 号）第 5 条第 1 項の規定

により指定された国立公園及び同条第 2項の規定により指定された国定公園はありま
せん。 

また、「自然公園法」（昭和 32 年：第 161 号）第 59 条の規定に基づき、長野県
内にあるすぐれた風景地で、知事が長野県立自然公園として指定し、保護とその適正
な利用が図られるように、規制又は施設に関する計画のことを定めた長野県立自然公
園条例（昭和 35 年：長野県条例第 22 号）が制定されていますが、それらの指定区
域はありません。 

 

（５）自然環境保全法等に基づく原生自然環境保全地域、自然環境保全地域及び 
都道府県自然環境保全地域 
調査区域には、「自然環境保全法」（昭和 47 年：法律第 85 号）第 14 条第 1 項の

規定により指定された原生自然環境保全地域及び同法第 22 条第 1 項の規定により指
定された自然環境保全地域はありません。 

なお、「自然環境保全法」（昭和 47 年：法律第 85 号）第 45 条の規定に基づき、
現在及び将来の県民の良好な生活環境の保全を図り、住みよい県土の実現に資するよ
う知事が自然環境保全地域として指定し、その区域内に特別地区を指定し、その特別
地区内における行為を規制することを定めた長野県自然環境保全条例（昭和 46 年：
長野県条例第 35 号）が制定されていますが、同条例第 7 条第 1 項の規定により指定
された都道府県自然環境保全地域及び同条例第 15 条第 1 項の規定により指定された
郷土環境保全地域の指定区域はありません。 
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（６）世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約に基づく文化遺産、自然遺産の区域 
調査区域には、「世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約」（平成 4年：

条約第 7 号）第 11 条 2 の世界遺産の一覧に記載された文化遺産、自然遺産の区域は
ありません。 

 

（７）都市緑地法に基づく緑地保全地域及び特別緑地保全地区の地域 
調査区域には、「都市緑地法」（昭和 48 年：法律第 72 号）第 5 条第 1 項の規定

による緑地保全地域、第 12 条第 1 項の規定により指定された特別緑地保全地区（又
は改正前の都市緑地保全法第 3条の規定による緑地保全地区）はありません。 

 

（８）絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律に基づく 
生息地等保護区の区域 
調査区域には、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」（平成

4 年：法律第 75 号）第 36条第 1項の規定により指定された生息地等保護区はありま
せん。 

 

（９）鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律に基づく鳥獣保護区等の区域 
調査区域には、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」（平成 14 年：法律

第 88 号）第 28 条の規定により指定された鳥獣保護区はありませんが、第 12 条第２
項の規定に基づく「狩猟鳥獣捕獲禁止区域」（長野県告示第 599 号）が指定されて
います。 

狩猟鳥獣捕獲禁止区域一覧を表  ２ .１.１５、指定範囲を図  ２ .１.７に示します。 

 

表 ２.１.１５ 狩猟鳥獣捕獲禁止区域一覧 

名 称  所在地  面積  
(ha)  

期限  
(平成) 

熊伏  
(ニホンジカ・イノシシを除く) 下伊那郡 天龍村  401 30.10.31

    注）この区域は、猟期に限りニホンジカとイノシシの捕獲が可能となる区域です。  
    出典：平成 20 年度版 長野県鳥獣保護区等位置図（平成 20 年：長野県）1 2）  

 

 

（１０）特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約に基づく湿地 
調査区域には、「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」（昭

和 55 年：条約第 28 号）第 2 条 1 の規定により指定された湿地の区域はありません。 
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（１１）都市計画法に基づく風致地区の区域 
調査区域には、「都市計画法」（昭和 43 年：法律第 100 号）第 8 条第 1 項第 7 号

の規定により指定された風致地区の区域はありません。 

 

（１２）都市計画法に基づく用途地域の指定状況 
調査区域には、「都市計画法」（昭和 43 年：法律第 100 号）第 8 条第 1 項第 1 号

の規定による用途地域は指定されていません。 

 

（１３）景観法に基づく景観計画区域、景観重要公共施設の整備に関する事項、景観重要
建造物、景観重要樹木の指定状況 

調査区域には、「景観法」（平成 16 年：法律第 110 号）第 8 条第 1 項の規定に基
づき、調査区域のうち天龍村については、「長野県景観条例」により景観計画が策定
され、飯田市については、「飯田市景観条例」により景観計画が策定されています。 

 

（１４）大気汚染に係る環境基準 
大気の汚染については、「大気の汚染に係る環境基準について」（昭和 48 年：環

境庁告示第 25 号）、「二酸化窒素に係る環境基準について」（昭和 53 年：環境庁
告示第 38 号）及び「ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準について」（平成
9 年：環境庁告示第 4 号）により、9 物質の環境基準が定められています。また、
「ダイオキシン類対策特別措置法」（平成 11 年：法律第 105 号）第 7 条に基づく環
境基準は「ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染に係る環境
基準について」（平成 11年：環境庁告示第 68号）によって定められています。 

大気の汚染に係る環境基準を表 ２.１.１６に示します。 
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表 ２.１.１６ 大気の汚染に係る環境基準 
物質 環境上の条件 測定方法 

二酸化いおう  
1 時間値の 1 日平均値が 0.04ppm 以下であ
り、かつ、1 時間値が 0.1ppm 以下であるこ
と。（S48.5.8 告示）  

溶液導電率法又は紫外線蛍光
法  

一酸化炭素  
1 時間値の 1 日平均値が 10ppm 以下であり、
かつ、1 時間値の 8 時間平均値が 20ppm 以下
であること。（S48.5.8 告示）  

非分散型赤外分析計を用いる
方法  

浮遊粒子状物質  
1 時間値の 1 日平均値が 0.10mg/m3 以下であ
り、かつ、1 時間値が 0.20mg/m3 以下である
こと。（S48.5.8 告示）  

濾過捕集による重量濃度測定
方法又はこの方法によって測
定された重量濃度と直接的な
関係を有する量が得られる光
散乱法、圧電天びん法若しく
はベータ線吸収法  

二酸化窒素  
1 時間値の 1 日平 均値 が 0.04ppm から
0.06ppm までのゾーン内又はそれ以下である
こと。（S53.7.11 告示）  

ザルツマン試薬を用いる吸光
光度法又はオゾンを用いる化
学発光法  

光化学オキシダント  1 時 間 値 が 0.06ppm 以 下 で あ る こ と 。
（S48.5.8 告示）  

中性ヨウ化カリウム溶液を用
いる吸光光度法若しくは電量
法、紫外線吸収法又はエチレ
ンを用いる化学発光法  

ベンゼン  1 年平均値が 0.003mg/m3 以下であること。
（H9.2.4 告示）  

トリクロロエチレン  1 年平均値が 0.2mg/m3 以下であること。
（H9.2.4 告示）  

テトラクロロエチレン  1 年平均値が 0.2mg/m3 以下であること。
（H9.2.4 告示）  

ジクロロメタン  1 年平均値が 0.15mg/m3 以下であること。
（H13.4.20 告示）  

キャニスター若しくは捕集管
により採取した試料をガスク
ロマトグラフ質量分析計によ
り測定する方法又はこれと同
等以上の性能を有すると認め
られる方法  

ダイオキシン類  
1 年平均値が、 0.6pg-TEQ/m3 以下であるこ
と。  
（H11.12.27 告示）  

ポリウレタンフォームを装着
した採取筒をろ紙後段に取り
付けたエアサンプラーにより
採取した試料を高分解能ガス
クロマトグラフ質量分析計に
より測定する方法  

備考：環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域又は場所については、
適用しない。  

  ：浮遊粒子状物質とは大気中に浮遊する粒子状物質であってその粒径が 10μm 以下のものをいう。 
  ：二酸化窒素について、1 時間値の 1 日平均値が 0.04ppm から 0.06ppm までのゾーン内にある地

域にあっては、原則としてこのゾーン内において現状程度の水準を維持し、又はこれを大きく上
回ることとならないよう努めるものとする。  

  ：光化学オキシダントとは、オゾン、パーオキシアセチルナイトレートその他の光化学反応により
生成される酸化性物質（中性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するものに限り、二酸化窒素
を除く。）をいう。  

  ：ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン及びジクロロメタンによる大気の汚染に
係る環境基準は、継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがある物質に係るもので
あることにかんがみ、将来にわたって人の健康に係る被害が未然に防止されるようにすることを
旨として、その維持又は早期達成に努めるものとする。  

  ：ダイオキシン類の基準値は、2,3,7 ,8-四塩化ジベンゾ -パラ -ジオキシンの毒性に換算した値とす
る。  

出典：大気の汚染に係る環境基準について（昭和 48 年 5 月 8 日：環境庁告示第 25 号）（最終改正平 8
環告 73）1 3）  

  ：二酸化窒素に係る環境基準について（昭和 53 年 7 月 11 日：環境庁告示第 38 号）（最終改正平
8 環告 74）1 4）  

  ：ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準について（平成 9 年 2 月 4 日：環境庁告示第 4号）
（最終改正平 13 環告 30）1 5）  

  ：「ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染に係る環境基準について」（平
成 11 年 12 月 27 日：環境庁告示第 68 号）(最終改正平 14 環告 46)1 6）  
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（１５）水質汚濁に係る環境基準 
水質汚濁については、「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和 46 年：環境庁

告示第 59 号）により、26 項目の「人の健康の保護に関する環境基準」、5 項目の
「生活環境の保全に関する環境基準」が、また、「ダイオキシン類対策特別措置法」
（平成 11 年：法律第 105 号）第 7 条に基づく環境基準は「ダイオキシン類による大
気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染に係る環境基準について」（平成 11 年：環境
庁告示第 68 号）によって、それぞれ表  ２ .１ .１７（１）、（２）のとおり定められ
ています。「人の健康の保護に関する環境基準」は全ての公共用水域に等しい基準が
適用され、「生活環境の保全に関する環境基準」は水域類型毎に定められた基準が適
用されます。 

また、地下水については、「地下水の水質汚濁に係る環境基準について」（平成 9

年：環境庁告示第 10 号）により、26 項目の「人の健康の保護に関する環境基準」が、
また、「ダイオキシン類対策特別措置法」（平成 11 年：法律第 105 号）第 7 条に基
づく環境基準は「ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染に係
る環境基準について」（平成 11 年：環境庁告示第 68 号）によって、定められてい
ます。地下水の水質汚濁に係る環境基準を表  ２.１ .１７（３）に示します。 

調査区域内の類型指定の状況を以下表  ２ .１ .１７（４）及び図  ２ .１ .８に示します。 
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表 ２.１.１７（１） 水質汚濁に係る環境基準 
人の健康の保護に関する環境基準 

項目  基準値  測定方法  

カドミウム  0.01mg／ 以下  日本工業規格Ｋ0102（以下「規格」という。）55 に
定める方法  

全シアン  検出されないこと。  規格 38.1.2 及び 38.2 に定める方法又は規格 38.1.2
及び 38.3 に定める方法  

鉛  0.01mg／ 以下  規格 54 に定める方法  
六価クロム  0.05mg／ 以下  規格 65.2 に定める方法  
砒素  0.01mg／ 以下  規格 61.2、61.3 又は 61.4 に定める方法  
総水銀  0.0005mg／ 以下  付表 1（省略）に掲げる方法  
アルキル水銀  検出されないこと。  付表 2（省略）に掲げる方法  
ＰＣＢ  検出されないこと。  付表 3（省略）に掲げる方法  

ジクロロメタン  0.02mg／ 以下  日本工業規格Ｋ0125 の 5.1,5.2 又は 5.3.2 に定める方
法  

四塩化炭素  0.002mg／ 以下  日本工業規格Ｋ0125 の 5.1,5.2,5 .3.1,5.4.1 又は 5.5
に定める方法  

1,2-ジクロロエタン  0.004mg／ 以下  日本工業規格Ｋ0125 の 5.1,5.2 ,5.3 .1 又は 5.3.2 に定
める方法  

1,1-ジクロロエチレン  0.02mg／ 以下  日本工業規格Ｋ0125 の 5.1,5.2 又は 5.3.2 に定める方
法  

シス-1 ,2-ジクロロエチレン  0.04mg／ 以下  日本工業規格Ｋ0125 の 5.1,5.2 又は 5.3.2 に定める方
法  

1,1,1-トリクロロエタン  1mg／ 以下  日本工業規格Ｋ0125 の 5.1,5.2,5 .3.1,5.4.1 又は 5.5
に定める方法  

1,1,2-トリクロロエタン  0.006mg／ 以下  日本工業規格Ｋ0125 の 5.1,5.2,5 .3.1,5.4.1 又は 5.5
に定める方法  

トリクロロエチレン  0.03mg／ 以下  日本工業規格Ｋ0125 の 5.1,5.2,5 .3.1,5.4.1 又は 5.5
に定める方法  

テトラクロロエチレン  0.01mg／ 以下  日本工業規格Ｋ0125 の 5.1,5.2,5 .3.1,5.4.1 又は 5.5
に定める方法  

1,3-ジクロロプロペン  0.002mg／ 以下  日本工業規格Ｋ0125 の 5.1,5.2 又は 5.3.1 に定める方
法  

チウラム  0.006mg／ 以下  付表 4（省略）に掲げる方法  
シマジン  0.003mg／ 以下  付表 5（省略）の第 1 又は第 2 に掲げる方法  
チオベンカルブ  0.02mg／ 以下  付表 5（省略）の第 1 又は第 2 に掲げる方法  

ベンゼン  0.01mg／ 以下  日本工業規格Ｋ0125 の 5.1,5.2 又は 5.3.2 に定める方
法  

セレン  0.01mg／ 以下  規格 67.2、67.3 又は 67.4 に定める方法  

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素  10mg／ 以下  
硝酸性窒素にあっては規格 43.2.1 ,43.2.3 又は 43.2.5
に定める方法 ,亜硝酸性窒素にあっては規格 43.1 に定
める方法  

ふっ素  0.8mg／ 以下  

規格 34.1 に定める方法又は規格 34.1（c）（注(6)第
三文を除く。）に定める方法（懸濁物質及びイオン
クロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しない場
合にあっては、これを省略することができる。）及
び付表 6（省略）に掲げる方法  

ほう素  1mg／ 以下  規格 47.1、47.3 又は 47.4 に定める方法  
ダイオキシン類 1pg-TEQ／ 以下 日本工業規格 K0312 に定める方法  
備考：基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。  
  ：「検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果

が当該方法の定量限界を下回ることをいう。  
  ：海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。  
  ：硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格 43．2．1,43．2．3 又は 43．2．5 により測定され

た硝酸イオンの濃度に換算係数 0.2259 を乗じたものと規格 43．1 により測定された亜硝酸イオ
ンの濃度に換算係数 0.3045 を乗じたものの和とする。  

  ：ダイオキシン類の基準値は、2,3,7,8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの毒性に換算した値とする。 
注１）付表は省略する。  
出典：水質汚濁に係る環境基準について（昭和 46 年 12 月 28 日：環境庁告示第 59 号）（最終改正平

20 環告 40）1 7）  
「ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染に係る環境基準について」（平成

11 年 12 月 27 日：環境庁告示第 68 号）（最終改正平 14 環告 46）1 6）  
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表 ２.１.１７（２） 水質汚濁に係る環境基準 
生活環境の保全に関する環境基準＜河川（湖沼を除く）＞ 

基準値  項目  
 
 
類型  

利用目的  
の適応性  

水 素 イ オ ン
濃度  
（ p H）  

生物化学的  
酸素要求量  
（ＢＯＤ）  

浮遊物質量  
（ＳＳ）  

溶存  
酸素量  
（ＤＯ）  

大腸菌群数  

ＡＡ  

水道 1 級 ,自然
環境保全及びＡ
以下の欄に掲げ
るもの。  

6.5 以上  
8.5 以下  

1mg／  
以下  

25mg／  
以下  

7.5mg／ 
以上  

50MPN／  
100m 以下  

Ａ  

水道 2 級 ,水産
1 級 ,水浴及び
Ｂ以下の欄に掲
げるもの。  

6.5 以上  
8.5 以下  

2mg／  
以下  

25mg／  
以下  

7.5mg／ 
以上  

1,000MPN／
100m 以下  

Ｂ  

水道 3 級 ,水産
2 級及びＣ以下
の欄に掲げるも
の。  

6.5 以上  
8.5 以下  

3mg／  
以下  

25mg／  
以下  

5mg／  
以上  

5,000MPN／
100m 以下  

Ｃ  

水産 3 級 ,工業
用水 1 級及びＤ
以下の欄に掲げ
るもの。  

6.5 以上  
8.5 以下  

5mg／  
以下  

50mg／  
以下  

5mg／  
以上  －  

Ｄ  

工業用水 2 級 ,
農業用水及びＥ
の欄に掲げるも
の。  

6.0 以上  
8.5 以下  

8mg／  
以下  

100mg／  
以下  

2mg／  
以上  －  

Ｅ  工業用水 3 級 ,  
環境保全  

6.0 以上  
8.5 以下  

10mg／  
以下  

ごみ等の浮遊
物が認められ
ないこと  

2mg／  
以上  －  

備考：基準値は、日間平均値とする。  
  ：農業用水利水点については、水素イオン濃度 6.0 以上 7.5 以下、溶存酸素量 5mg／ 以上とする。  
注１）自然環境保全_自然探勝等の環境保全  
  ：水道 1 級_ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの  
  ：水道 2 級_沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの  
  ：水道 3 級_前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの  
  ：水産 1 級_ヤマメ ,イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産 2 級及び水産 3 級の水産生物用  
  ：水産 2 級_サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産 3 級の水産生物用  
  ：水産 3 級_コイ ,フナ等 ,β－中腐水性水域の水産生物用 
  ：工業用水 1 級_沈殿等による通常の浄水操作を行うもの  
  ：工業用水 2 級_薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの  
  ：工業用水 3 級_特殊の浄水操作を行うもの  
  ：環境保全_国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度  
出典：水質汚濁に係る環境基準について（昭和 46 年 12 月 28 日：環境庁告示第 59 号）（最終改正平

20 環告 40）1 7）  
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表 ２.１.１７（３） 地下水の水質汚濁に係る環境基準 

人の健康の保護に関する環境基準 
項目  基準値  測定方法  

カドミウム  0.01mg／ 以下  日本工業規格Ｋ0102（以下「規格」という。）
55 に定める方法  

全シアン  検出されないこと。  規格 38.1.2 及び 38.2 に定める方法又は規格
38.1.2 及び 38.3 に定める方法  

鉛  0.01mg／ 以下  規格 54 に定める方法  
六価クロム  0.05mg／ 以下  規格 65.2 に定める方法  
砒素  0.01mg／ 以下  規格 61.2、61.3 又は 61.4 に定める方法  
総水銀  0.0005mg／ 以下  付表 1（省略）に掲げる方法  
アルキル水銀  検出されないこと。  付表 2（省略）に掲げる方法  
ＰＣＢ  検出されないこと。  付表 3（省略）に掲げる方法  

ジクロロメタン  0.02mg／ 以下  日本工業規格Ｋ0125 の 5.1,5 .2 又は 5.3.2 に定め
る方法 

四塩化炭素  0.002mg／ 以下  日本工業規格Ｋ0125 の 5.1,5.2 ,5 .3 .1,5.4 .1 又は
5.5 に定める方法  

1,2-ジクロロエタン  0.004mg／ 以下  日本工業規格Ｋ0125 の 5.1,5.2,5.3 .1 又は 5.3.2に
定める方法  

1,1-ジクロロエチレン  0.02mg／ 以下  日本工業規格Ｋ0125 の 5.1,5 .2 又は 5.3.2 に定め
る方法 

シス-1 ,2-ジクロロエチレン  0.04mg／ 以下  日本工業規格Ｋ0125 の 5.1,5 .2 又は 5.3.2 に定め
る方法 

1,1,1-トリクロロエタン  1mg／ 以下  日本工業規格Ｋ0125 の 5.1,5.2 ,5 .3 .1,5.4 .1 又は
5.5 に定める方法  

1,1,2-トリクロロエタン  0.006mg／ 以下  日本工業規格Ｋ0125 の 5.1,5.2 ,5 .3 .1,5.4 .1 又は
5.5 に定める方法  

トリクロロエチレン  0.03mg／ 以下  日本工業規格Ｋ0125 の 5.1,5.2 ,5 .3 .1,5.4 .1 又は
5.5 に定める方法  

テトラクロロエチレン  0.01mg／ 以下  日本工業規格Ｋ0125 の 5.1,5.2 ,5 .3 .1,5.4 .1 又は
5.5 に定める方法  

1,3-ジクロロプロペン  0.002mg／ 以下  日本工業規格Ｋ0125 の 5.1,5 .2 又は 5.3.1 に定め
る方法 

チウラム  0.006mg／ 以下  付表 4（省略）に掲げる方法  
シマジン  0.003mg／ 以下  付表 5（省略）の第 1 又は第 2 に掲げる方法  
チオベンカルブ  0.02mg／ 以下  付表 5（省略）の第 1 又は第 2 に掲げる方法  

ベンゼン  0.01mg／ 以下  日本工業規格Ｋ0125 の 5.1,5 .2 又は 5.3.2 に定め
る方法 

セレン  0.01mg／ 以下  規格 67.2、67.3 又は 67.4 に定める方法  

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素  10mg／ 以下  
硝酸性窒素にあっては規格 43.2.1,43.2.3 又は
43.2.5 に定める方法 ,亜硝酸性窒素にあっては規
格 43.1 に定める方法  

ふっ素  0.8mg／ 以下  

規格 34.1 に定める方法又は規格 34.1（c）（注
(6)第三文を除く。）に定める方法（懸濁物質及
びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共
存しない場合にあっては、これを省略することが
できる。）及び付表 6（省略）に掲げる方法  

ほう素  1mg／ 以下  規格 47.1、47.3 又は 47.4 に定める方法  
ダイオキシン類 1pg-TEQ／ 以下 日本工業規格 K0312 に定める方法  
備考：基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。  
  ：「検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果

が当該方法の定量限界を下回ることをいう。  
  ：硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格Ｋ0102 の 43．2．1,43．2．3 又は 43．2．5 によ

り測定された硝酸イオンの濃度に換算係数 0.2259 を乗じたものと規格Ｋ0102 の 43．1 により測
定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数 0.3045 を乗じたものの和とする。  

  ：ダイオキシン類の基準値は、2,3,7,8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの毒性に換算した値とする。 
注１）付表は省略する。  
出典：地下水の水質汚濁に係る環境基準について（平成 9 年 3 月 13 日：環境庁告示第 10号）（最終改

正平 20 環告 40）1 8）  
「ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染に係る環境基準について」（平成

11 年 12 月 27 日：環境庁告示第 68 号）（最終改正平 14 環告 46）1 6）  
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表 ２.１.１７（４） 水質汚濁に係る環境基準 
（生活環境の保全に関する環境基準）の類型指定水域 

水系 水域 該当類型 達成期間 指定年月日 

天竜川 遠山川（全域） 
（上村川を含む。） ＡＡ イ Ｈ10.2.5 

   注１）達成期間の区分は次のとおり。  
      「イ」は直ちに達成  
      「ロ」は 5 年以内で可及的速やかに達成  
      「ハ」は 5 年を超える期間で可及的速やかに達成 
   出典：環境基準に係る水域及び地域の指定権限の委任に関する政令に基づく水質汚濁に係る環境

基準の指定（平成 10 年 2 月 5 日：長野県告示第 60 号）1 9）  
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（１６）土壌汚染に係る環境基準 
「環境基本法」（平成 5 年：法律第 91 号）第 16 条に基づく土壌の汚染に係る環

境基準については、「土壌の汚染に係る環境基準について」（平成 3年：環境庁告示
第 46号）により、また「ダイオキシン類対策特別措置法」（平成 11 年：法律第 105

号）第 7条に基づく環境基準は「ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁及び
土壌の汚染に係る環境基準について」（平成 11 年：環境庁告示第 68 号）によって
定められています。 

土壌の汚染に係る環境基準について、表  ２ .１.１８に示します。 
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表 ２.１.１８ 土壌の汚染に係る環境基準 

項目  環境上の条件  測定方法  

カドミウム  

0.01mg/ 以下  
農用地において
は、米 1kg につ
き 1mg 未満であ
ること。  

環境上の条件のうち、検液中濃度に係るものにあって
は、日本工業規格Ｋ0102（以下「規格」という。）55 に
定める方法、農地用に係るものにあっては、昭和 46 年 6
月農林省令第 47 号に定める方法  

全シアン  検出されないこ
と。  

規格 38 に定める方法（規格 38.1.1 に定める方法を除
く。） 

有機燐  

検出されないこ
と。  

昭和 49 年 9 月環境庁告示第 64 号付表 1(省略)に掲げる方
法又は規格 31.1 に定める方法のうちガスクロマトグラフ
法以外のもの（メチルジメトンにあっては、昭和 49 年 9
月環境庁告示第 64 号付表 2(省略)に掲げる方法）  

鉛  0.01mg/ 以下  規格 54 に定める方法  
六価クロム  0.05mg/ 以下  規格 65.2 に定める方法  

砒素  

0.01mg/ 以下  
農用地（田に限
る。）において
は、土壌 1kg に
つき 15mg 未満
であること。  

環境上の条件のうち、検液中濃度に係るものにあって
は、規格 61 に定める方法、農地用に係るものにあって
は、昭和 50 年 4 月総理府令第 31 号に定める方法  

総水銀  0.0005mg/  以
下  

昭和 46 年 12 月環境庁告示第 59 号付表 1(省略)に掲げる
方法  

アルキル水銀  検出されないこ
と。  

昭和 46 年 12 月環境庁告示第 59 号付表 2(省略)及び昭和
49 年 9 月環境庁告示第 64 号付表 3(省略)に掲げる方法  

ＰＣＢ  検出されないこ
と。  

昭和 46 年 12 月環境庁告示第 59 号付表 3(省略)に掲げる
方法  

銅  

農用地（田に限
る。）において
は、土壌 1kg に
つき 125mg 未満
であること。  

昭和 47 年 10 月総理府令第 66 号に定める方法  

ジクロロメタン  0.02mg/ 以下  日本工業規格Ｋ0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法  

四塩化炭素  0.002mg/ 以下  日本工業規格Ｋ0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定
める方法 

1,2－ジクロロエタン  0.004mg/ 以下  日本工業規格Ｋ0125 の 5.1、5.2、5.3.1 又は 5.3.2 に定める
方法  

1,1－ジクロロエチレン  0.02mg/ 以下  日本工業規格Ｋ0125 の 5.1、5.2、又は 5.3.2 に定める方法  
シス－1,2－ジクロロエチレン  0.04mg/ 以下  日本工業規格Ｋ0125 の 5.1、5.2、又は 5.3.2 に定める方法  

1,1,1－トリクロロエタン  1mg/ 以下  日本工業規格Ｋ0125 の 5.1、5.2、5.3.  1、5.4.1 又は 5.5 に
定める方法  

1,1,2－トリクロロエタン  0.006mg/ 以下  日本工業規格Ｋ0125 の 5.1、5.2、5.3.  1、5.4.1 又は 5.5 に
定める方法  

トリクロロエチレン  0.03mg/ 以下  日本工業規格Ｋ0125 の 5.1、5.2、5.3.  1、5.4.1 又は 5.5 に
定める方法  

テトラクロロエチレン  0.01mg/ 以下  日本工業規格Ｋ0125 の 5.1、5.2、5.3.  1、5.4.1 又は 5.5 に
定める方法  

1,3－ジクロロプロペン  0.002mg/ 以下  日本工業規格Ｋ0125 の 5.1、5.2、又は 5.3.1 に定める方法  

チラウム  0.006mg/ 以下  昭和 46 年 12 月環境庁告示第 59 号付表 4(省略)に掲げる
方法  

シマジン  0.003mg/ 以下  昭和 46 年 12 月環境庁告示第 59 号付表 5(省略)の第 1 又
は第 2 に掲げる方法  

チオベンカルブ  0.02mg/ 以下  昭和 46 年 12 月環境庁告示第 59 号付表 5(省略)の第 1 又
は第 2 に掲げる方法  

ベンゼン  0.01mg/ 以下  日本工業規格Ｋ0125 の 5.1、5.2、又は 5.3.2 に定める方法  
セレン  0.01mg/ 以下  規格 67.2、67.3 又は 67.4 に定める方法  

ふっ素  

0.8mg/ 以下  規格 34.1 に定める方法又は規格 34.1（c）（注(6)第三文
を除く。）に定める方法（懸濁物質及びイオンクロマト
グラフ法で妨害となる物質が共存しない場合にあって
は、これを省略することができる。）及び昭和 46 年 12
月環境庁告示第 59 号付表 6(省略)に掲げる方法  

ほう素  1mg/ 以下  規格 47.1、47.3 又は 47.4 に定める方法  

ダイオキシン類  
1,000pg-TEQ/g
以下  

土壌中に含まれるダイオキシン類をソックスレー抽出し、
高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する
方法  
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備考：環境上の条件のうち検液中濃度に係るものにあっては付表(省略)に定める方法により検液を作成

し、これを用いて測定を行うものとする。  
  ：カドミウム、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、セレン、ふっ素及びほう素に係る環境上の条件の

うち検液中濃度に係る値にあっては、汚染土壌が地下水面から離れており、かつ、原状において
当該地下水中のこれらの物質の濃度がそれぞれ地下水 1 につき 0.01mg、0.01mg、0.05mg、
0.01mg、0.0005mg、0.01mg、0.8mg 及び 1mg を超えていない場合には、それぞれ検液 1 につ
き 0.03mg、0.03mg、0.15mg、0.03mg、0.0015mg、 0.03mg、2.4 mg 及び 3 mg とする。  

  ：「検出されないこと」とは、測定方法の欄に揚げる方法により測定した場合において、その結果
が当該方法の定量限界を下回ることをいう。  

  ：有機燐とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及び EPN をいう。  
  ：ダイオキシン類の基準値は、2,3,7,8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの毒性に換算した値とする。 
出典：土壌の汚染に係る環境基準について（平成 3 年 8 月 23 日：環境庁告示第 46 号）（最終改正平

20 環告 40）2 0）  
｢ダイオキシン類による大気の汚染､水質の汚濁及び土壌の汚染に係る環境基準について｣ (平成
11 年 12 月 27 日：環境庁告示第 68 号)  (最終改正平 14 環告 46)  1 6）  
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（１７）騒音に係る環境基準 
騒音については、「騒音に係る環境基準について」（平成 10 年：環境庁告示第 64

号）により、地域の環境基準類型及び時間の区分毎に環境基準が定められています。
騒音に係る環境基準を表 ２ .１ .１９（１）～（３）に示します。 

なお、調査区域には、騒音の環境基準の類型指定地域はありません。 

 

表 ２.１.１９（１） 騒音に係る環境基準 
時間の区分  地域の類型  

昼間 夜間 
ＡＡ 50dB 以下 40dB 以下 

Ａ及びＢ 55dB 以下 45dB 以下 
Ｃ 60dB 以下 50dB 以下 

注１）時間の区分は、昼間を午前 6 時から午後 10 時までの間とし、夜間を午後 10 時から翌日の午前 6
時までの間とする。  

  ：ＡＡを当てはめる地域は、療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域等特に静穏を要
する地域とする。  

  ：Ａを当てはめる地域は、専ら住居の用に供される地域とする。  
  ：Ｂを当てはめる地域は、主として住居の用に供される地域とする。  
  ：Ｃを当てはめる地域は、相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域とする。  
 

 

表 ２.１.１９（２） 騒音に係る環境基準（道路に面する地域） 
時間の区分 地域の区分 昼間 夜間 

Ａ地域のうち 2 車線以上の車線を有する
道路に面する地域 60dB 以下 55dB 以下 

Ｂ地域のうち 2 車線以上の車線を有する
道路に面する地域及びＣ地域のうち車線
を有する道路に面する地域 

65dB 以下 60dB 以下 

備考：車線とは、1 縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車
道部分をいう。この場合において、幹線交通を担う道路に近接する空間については、上表にかか
わらず、特例として次表の基準値の欄に掲げるとおりとした。  

 

 

表 ２.１.１９（３） 騒音に係る環境基準（幹線交通を担う道路に近接する空間の特例値） 
基準値 

昼間 夜間 
70dB 以下 65dB 以下 

備考：個別の住居において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認め
られるときは、屋内へ通過する騒音に係る基準（昼間にあっては 45dB 以下、夜間にあっては
40dB 以下）によることができる。  

注１）「幹線交通を担う道路」とは、高速自動車国道、一般国道、都道府県道、4 車線以上の市町村道
及び自動車専用道路をいう。  

注２）「幹線交通を担う道路に近接する空間」とは、次の車線数の区分に応じ、道路端からの距離によ
り範囲が特定される空間をいう。  

   ・2 車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路。15 メートル  
   ・2 車線を超える車線を有する幹線交通を担う道路。20 メートル  
出典：騒音に係る環境基準について（平成 10 年 9 月 30 日：環境庁告示第 64 号）(最終改正平 17 環告

45)2 1）  
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（１８）環境基本法に基づく公害防止計画の策定状況 
調査区域には、「環境基本法」（平成 5 年：法律第 91 号）第 17 条第 3 項の規定

により指定された公害防止計画の策定地域はありません。 

 

（１９）騒音規制法に基づく自動車騒音の限度及び指定地域の状況 
「騒音規制法」（昭和 43 年：法律第 98 号）第 17 条第 1 項の規定により、自動車

騒音の限度が区域の区分及び時間の区分毎に定められています。自動車騒音の限度を
表 ２ .１ .２０に示します。 

なお、調査区域には、自動車騒音の限度が適用される地域の指定はありません。 

 

表 ２.１.２０ 自動車騒音の限度を定める総理府令（要請限度） 
時間の区分  区域の区分 昼間 夜間 

1 ａ区域及びｂ区域のうち 1 車線を有する道路に面する区域 65dB 55dB 
2 ａ区域のうち 2 車線以上の車線を有する道路に面する区域 70dB 65dB 
3 ｂ区域のうち 2 車線以上の車線を有する道路に面する区域及びｃ区域のうち
車線を有する道路に面する区域 75dB 70dB 

備考：時間の区分は、昼間を午前 6 時から午後 10 時までの間とし、夜間を午後 10 時から翌日の午前 6
時までの間とする。  

   上表に掲げる区域のうち幹線交通を担う道路に近接する区域（2 車線以下の車線を有する道路の
場合は道路の敷地の境界から 15m、2 車線を超える車線を有する道路の場合は道路の敷地の境界
から 20m までの範囲をいう。）に係る限度は上表にかかわらず、昼間においては 75dB、夜間に
おいては 70dB とする。  

注１）第ａ種区域：専ら住居の用に供される区域  
  ：第ｂ種区域：主として住居の用に供される区域  
  ：第ｃ種区域：担当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される区域  
出典：騒音規制法第 17 条第 1 項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令

（平成 12 年 3 月 2 日：総理府令第 15 号）(最終改正平 12 総令 150)2 2）  

長野県告示第 97 号（昭和 50 年 2 月 27 日：長野県）2 4）  
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（２０）騒音規制法に基づく特定建設作業に伴って発生する騒音の規制基準の状況 
「騒音規制法」（昭和 43 年：法律第 98 号）第 14 条第 1 項及び第 15 条第 1 項に

基づき、特定建設作業に伴って発生する騒音の規制基準が「特定建設作業に伴って発
生する騒音の規制に関する基準」（昭和 43 年：厚生省・建設省告示第 1 号）により
表 ２ .１ .２１（１）のように定められています。 

また、区域の区分については、長野県告示により表  ２ .１ .２１（２）のように定め
られています。 

なお、調査区域に都道府県知事の定める区域の指定はありません。 

 

表 ２.１.２１（１） 特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準 

作業の種類 騒音 
レベル 作業禁止時間 1 日当たり 

作業時間 

連
続
作
業
期
間

作業 
禁止日

くい打機、くい抜き機又はくい打く
い抜き機を使用する作業 
びょう打機を使用する作業 
さく岩機を使用する作業 
空気圧縮機を使用する作業 
コンクリ－トプラント又はアスファ
ルトプラントを設けて行う作業 

特
定
建
設
作
業 

バックホウ、トラクタ－ショベル、
ブルド－ザ－を使用する作業 

85dB 
以下 

第 1 号区域 
午後 7 時～翌日午前 7 時 
第 2 号区域 
午後 10 時～翌日午前 6 時 

第 1 号区域 
10 時間以内 
 
第 2 号区域 
14 時間以内 

6
日
以
内

日曜日
休日 

備考：騒音レベルは特定建設作業もしくは建設作業の敷地の境界線におけるものである。  
出典：特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準（昭和 43 年 11 月 27 日：厚生省、建設

省告示第 1 号）(最終改正平 18 環告 132)2 3）  

 

表 ２.１.２１（２） 騒音規制法に基づく区域の区分（長野県） 
区分 地域 

第 1 号区域 
ア第 1 種区域及び第 2 種区域 
イ第 3 種区域及び第 4 種区域のうち学校、保健所、病院及び診療所のう
ち患者の収容施設を有するもの、図書館並びに特別養護老人ホームの
敷地の周囲 8 0 メートルの区域内 

第 2 号区域 第 3 種区域及び第 4 種区域のうち上記以外の区域 
出典：長野県告示第 97 号（昭和 50 年 2 月 27 日：長野県）2 4）  
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（２１）振動規制法に基づく道路交通振動の限度及び指定地域の状況 
「振動規制法」（昭和 51 年：法律第 64 号）第 16 条第 1 項の規定により、道路交

通振動の限度が区域の区分毎及び時間の区分毎に定められています。道路交通振動の
限度を表  ２ .１.２２に示します。 

なお、調査区域には、道路交通振動の限度が適用される地域の指定はありません。 

 

表 ２.１.２２ 道路交通振動に係る限度（要請限度） 
時間の区分 

昼間 夜間 区域の区分 
午前 7 時～午後 7 時 午後 7 時～午前 7 時 

第 1 種区域 65 ﾃﾞｼﾍﾞﾙ 60 ﾃﾞｼﾍﾞﾙ 
第 2 種区域 70 ﾃﾞｼﾍﾞﾙ 65 ﾃﾞｼﾍﾞﾙ 

備考：表中の値は、80％レンジ上端値（Ｌ1 0）を示す。  
出典：道路交通振動に係る要請限度（昭和 51 年 11 月 10 日：総理府令第 58 号）(最終改正平 19 環令

11)2 5）  

   長野県告示第 683 号（昭和 52 年 12 月 26 日：長野県）2 6）  

 

（２２）振動規制法に基づく特定建設作業に伴って発生する振動の規制基準の状況 
「振動規制法」（昭和 51 年：法律第 64 号）第 15 条第 1 項に基づき、特定建設作

業に伴って発生する騒音の規制基準が「振動規制法施行規制」（昭和 51 年総理府令
第 58号）により表  ２ .１.２３（１）のように定められています。 

また、区域の区分については、長野県告示により表  ２ .１ .２３（２）のように定め
られています。なお、調査区域に都道府県知事の定める区域の指定はありません。 

 

表 ２.１.２３（１） 特定建設作業に伴って発生する振動の規則に関する基準 

作業の種類 振動 
レベル 作業禁止時間 1 日当たり 

作業時間 

連続
作業
期間

作業 
禁止日

くい打機、くい抜き機又はくい打
くい抜き機を使用する作業 
鋼球を使用して建築物その他の工
作物を破壊する作業 
舗装版破砕機を使用する作業 

特
定
建
設
作
業 ブレーカーを使用する作業 

75dB 
以下 

第 1 号区域 
午後 7 時～翌日午前 7 時 
第 2 号区域 
午後 10 時～翌日午前 6 時 

第 1 号区域 
10 時間以内 
 
第 2 号区域 
14 時間以内 

6 日 
以内

日曜日
休日 

出典：振動規制法施行規則（昭和 51 年 11 月 10 日：総理府令第 58 号）2 7）  
 

表 ２.１.２３（２） 振動規制法に基づく区域の区分（長野県） 
区分 地域 

第 1 号区域 
ア第 1 種区域 
イ第 2 種区域のうち、学校、保健所、病院及び診療所のうち患者の収容施設を有する
もの、図書館並びに特別養護老人ホームの敷地の周囲 8 0 メートル区域内 

第 2 号区域 第 2 種区域のうち上記以外の区域 
出典：長野県告示第 683 号（昭和 52 年 12 月 26 日：長野県）2 6） 
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（２３）水質汚濁防止法第 4条の 2第 1項の規定により指定された地域 

調査区域に「水質汚濁防止法」（昭和 45 年：法律第 138 号）第 4 条の 2 第 1 項の
規定により指定された指定水域、指定地域はありません。 

 

（２４）水産資源保護法第 15条第 1項の規定により指定された地域 
調査区域に「水産資源保護法」（昭和 26 年：法律第 313 号）第 15 条第 1 項の規

定により指定された保護水面はありません。 

 

（２５）湖沼水質保全特別措置法第 3条第 1項及び第 2項の規定により指定された湖沼及
び地域 

調査区域に「湖沼水質保全特別措置法」（昭和 59 年：法律第 61 号）第 3 条第 1

項の規定により指定された指定湖沼及び同条第 2項の規定により指定された指定地域
はありません。 
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（２６）水質汚濁防止法に基づく排水基準の内容 
「水質汚濁防止法」（昭和 45 年：法律第 138 号）第 3 条第 1 項の規定により、特

定施設を設置する工場又は事業場から公共用水域に排出される排出水の汚染状態に対
し、有害物質及びその他の項目について排水基準が定められています。排水基準を表 

２.１ .２４（１）、（２）に示します。 

 

表 ２.１.２４（１） 排水基準（有害物質） 
有害物質の種類  許容限度  備考 

カドミウム及びその化合物  0.1mg/  
シアン化合物  1mg/  
有機燐化合物（パラチオン、メチルパラチオ
ン、メチルジメトン及びＥＰＮに限る。）  

1mg/  

鉛及びその化合物  0.1mg/  
六価クロム化合物  0.5mg/  
砒素及びその化合物  0.1mg/  
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物  0.005mg/  
アルキル水銀化合物  検出されないこと  
ＰＣＢ  0.003mg/  
ジクロロメタン  0.2mg/  
四塩化炭素  0.02mg/  
1,2－ジクロロエタン  0.04mg/  
1,1－ジクロロエチレン  0.2mg/  
シス－1,2－ジクロロエチレン  0.4mg/  
1,1,1－トリクロロエタン  3mg/  
1,1,2－トリクロロエタン  0.06mg/  
トリクロロエチレン  0.3mg/  
テトラクロロエチレン  0.1mg/  
1,3－ジクロロプロペン  0.02mg/  
チウラム  0.06mg/  
シマジン  0.03mg/  
チオベンカルブ  0.2mg/  
ベンゼン  0.1mg/  
セレン及びその化合物  0.1mg/  
ほう素及びその化合物  10mg/ (海域以外) 

230mg/ (海域)   
ふっ素及びその化合物  8mg/ (海域以外) 

15mg/ (海域) 
アンモニア、アンモニウム化合物、  
亜硝酸化合物及び硝酸化合物  

アンモニア性窒素×
0.4＋亜硝酸性窒素＋
硝酸性窒素  
100mg/  

1「検出されないこと」と
は、第 2 条の規定に基づ
き環境大臣が定める方法
により排出水の汚染状態
を 検 定 し た 場合 に お い
て、その結果が当該検定
方法の定量限界を下回る
ことをいう。 
2 砒素及びその化合物につ
いての排水基準は、水質
汚濁防止法施行令及び廃
棄物の処理及び清掃に関
する法律施行令の一部を
改正する政令（昭和 49
年：政令第 363 号）の施
行の際現にゆう出してい
る温泉（温泉法（昭和 23
年：法律第 125 号）第 2
条第 1 項に規定するもの
をいう。以下同じ。）を
利用する旅館業に属する
事業場にかかる排出水に
ついては、当分の間、適
用しない。 

備考：本表に対応することが現時点での排水処理技術等に照らして困難な業種については、別表 1（省
略）に掲げる暫定排水基準の適用を受けるものとする。  

出典：排水基準を定める省令（昭和 46 年 6 月 21 日：総理府令第 35 号）(最終改正平 19 環令 14)2 8）  
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表 ２.１.２４（２） 排水基準（生活環境に関する項目） 
項目  許容限度  備考 

水素イオン濃度（pH）  5.8～8.6（海域以外）  
5.0～9.0（海域）  

生 物 化 学 的 酸 素 要 求 量
（BOD）  

160（日間平均 120）mg/ 

化学的酸素要求量（COD）  160（日間平均 120）mg/ 
浮遊物質量（SS）  200（日間平均 150）mg/ 

鉱油類含有量  5mg/  ｎ－ヘキサン抽
出物質含有量  動植物油脂類

含有量  
30mg/  

フェノール類含有量  5mg/  
銅含有量  3mg/  
亜鉛含有量  2mg/  
溶解性鉄含有量  10mg/  
溶解性マンガン含有量  10mg/  
クロム含有量  2mg/  
大腸菌群数  日間平均 3,000 個 /cm3 
窒素含有量  120（日間平均 60）mg/  
燐含有量  16（日間平均 8）mg/  

1.「日間平均」による許容限度は、1 日の排
出水の平均的な汚染状態について定めたもの
である。 
2.この表に掲げる排水基準は、1 日当たりの
平均的な排出水の量が 50ｍ3 以上である工場
又は事業場に係る排出水について適用する。
3.水素イオン濃度及び溶解性鉄含有量につい
ての排水基準は、硫黄鉱業（硫黄と共存する
硫化鉄鉱を掘採する鉱業を含む。）に属する
工場又は事業場に係る排出水については適用
しない。 
4.水素イオン濃度、銅含有量、亜鉛含有量、
溶解性鉄含有量、溶解性マンガン含有量及び
クロム含有量についての排水基準は、水質汚
濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に
関する法律施行令の一部を改正する政令の施
行の際現にゆう出している温泉を利用する旅
館業に属する事業場に係る排出水について
は、当分の間、適用しない。 
5.生物化学的酸素要求量についての排水基準
は、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出さ
れる排出水に限って適用し、化学的酸素要求
量についての排水基準は、海域及び湖沼に排
出される排出水に限って適用する。 
6.窒素含有量についての排水基準は、窒素が
湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたら
すおそれがある湖沼として環境大臣が定める
湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖を
もたらすおそれがある海域（湖沼にあって水
の塩素イオン含有量が 1 ﾘｯﾄﾙにつき、9,000
ﾐﾘｸﾞﾗﾑを超えるものを含む。以下同じ。）
として環境大臣が定める海域及びこれらが流
入する公共用水域に排出される排出水に限っ
て適用する。 
7.燐含有量についての排水基準は燐が湖沼植
物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそ
れがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、
海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたら
すおそれがある海域として環境大臣が定める
海域及びこれらに流入する公共用水域に排出
される排出水に限って適用する。 

注１）備考 6 及び 7 の「環境大臣が定める湖沼・海域及びこれらに流入する公共用水域」とは別表第 2
（省略）に掲げる湖沼・海域及びこれらに流入する公共用水域とする。  

注２）本表による適用に対応することが現時点での排水処理技術等に照らして困難な業種については別
表 3（省略）に掲げる基準の適用を受けるものとする。  

出典：排水基準を定める省令（昭和 46 年 6 月 21 日：総理府令第 35 号）(最終改正平 19 環令 14)2 8）  
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（２７）水質汚濁防止法に基づく上乗せ排水基準の設定状況 
「水質汚濁防止法」（昭和 45 年：法律第 138 号）第 3 条第 3 項に基づく上乗せ排

水基準は、「公害の防止に関する条例」（長野県条例第 16 条別表第 1）において、
「有害物質」等について定められています。このうち、長野県区域全体に適用される
「有害物質」についての上乗せ排水基準を表  ２.１ .２５に示します。  

 

表 ２.１.２５ 水質汚濁防止法第 3 条第 3 項に基づく上乗せ排水基準 
（有害物質） 

カドミウム及び  
その化合物  

シアン  
化合物  

六価クロム  
化合物  

水銀及び 
アルキル水銀
その他の 
水銀化合物  

備考  

0.05mg/  0.5mg/  0.3mg/  0.003mg/  

1.この表の基準は、県区域全体に適
用する。  
2.この表の基準は、昭和 54 年 10 月
31 日において既設又は設置工事中
の 500m3/日未満の工場又は事業場
には適用しない。  

出典：公害の防止に関する条例（昭和 48 年：長野県）2 9）  

 

（２８）土壌汚染対策法に基づく指定区域の指定状況 
平成 19 年版環境白書（平成 20 年：長野県） 3 3 )  によれば、「土壌汚染対策法」

（平成 14 年：法律第 53 号）第 5 条第 1 項の規定による指定区域は、調査対象地域
にはありません。 

 

（２９）ダイオキシン類対策特別措置法に基づく排出基準 
「ダイオキシン類対策特別措置法」（平成 11 年：法律第 105 号）第 8 条第 1 項の

規定により、特定施設の種類及び構造に応じて大気及び水質の排出基準が定められて
います。特定施設の排出基準を表  ２ .１ .２６（１）、（２）に示します。 
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表 ２.１.２６（１） ダイオキシン類対策特別措置法に基づく排出基準 
（大気） 
特定施設の種類 特定施設の能力 排出基準 

令別表第 1第 1号に掲げ
る焼結炉 － 

1立方メートルにつき 
0.1ナノグラム 

令別表第 1第 2号に掲げ
る電気炉 － 

1立方メートルにつき 
0.5ナノグラム 

令別表第 1第 3号に掲げ
る焙焼炉、焼結炉、溶鉱
炉、溶解炉及び乾燥炉 

－ 
1立方メートルにつき 
1ナノグラム 

令別表第 1第 4号に掲げ
る焙焼炉、溶解炉及び乾
燥炉 

－ 
1立方メートルにつき 
1ナノグラム 

令別表第 1第 5号に掲げ
る廃棄物の焼却炉 

焼却能力が 1時間当たり、
4,000キログラム以上 

1立方メートルにつき 
0.1ナノグラム 

 焼却能力が 1時間当たり、
2,000キログラム以上 
4,000キログラム未満 

1立方メートルにつき 
1ナノグラム 

 焼却能力が 1時間当たり、
2,000キログラム未満 

1立方メートルにつき 
5ナノグラム 

  出典：ダイオキシン類対策特別措置法施行規則（平成 11年：総理府令第 67号）3 0）第 1条の 2別表 1 

 
表 ２.１.２６（２） ダイオキシン類対策特別措置法に基づく排出基準 
（水質） 

特定施設の種類 排出基準 
令別表第 2第 1号から第 19号までに掲げる施設  1リットルにつき 

10ピコグラム   
  出典：ダイオキシン類対策特別措置法施行規則（平成 11年：総理府令第 67号）3 0）第 1条の 2別表 2 

 

（３０）悪臭防止法に基づく規制基準及び指定地域の状況 
「悪臭防止法」（昭和 46 年：法律第 91 号）第 4 条第 1 項の規定により、知事に

より悪臭物質の規制基準が区域の区分毎に定められています。敷地境界線の地表にお
ける規制基準及び規制基準の設定状況を表  ２ .１.２７に示します。 

また、同法は平成 7年に一部改正され、同法第 4条第 2項の規定により知事が自然
的、社会的条件から判断して同法第 4条第 1項の規定による規制基準によっては生活
環境を保全することが十分でないと認められる区域があるときは、その区域における
悪臭原因物の排出について、同項の規定により規制規準を定めることに代えて、同法
第 4条第 2項の規定により規制基準を定めることができることになっており、その制
度の導入を行っている市町村があります。 

調査区域には、悪臭に係る規制基準が適用される地域の指定はありません。 
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表 ２.１.２７ 悪臭に係る規制基準（悪臭物質：長野県） 

敷地境界の 
規制基準(ppm) 悪臭物質の名称 

第 1地域 第 2地域 

敷地
境界 

気体
排出
施設

排出水 備考 

アンモニア 2 5 ○ ○  

メチルメルカプタン 0.004 0.01 ○  ○ 

硫化水素 0.06 0.2 ○ ○ ○ 

硫化メチル 0.05 0.2 ○  ○ 

トリメチルアミン 0.02 0.07 ○ ○  

二硫化メチル 0.03 0.1 ○  ○ 

アセトアルデヒド 0.1 0.5 ○   

プロピオンアルデヒド 0.05 0.1 ○ ○  

ノルマルブチルアルデヒド 0.009 0.03 ○ ○  

イソブチルアルデヒド 0.02 0.07 ○ ○  

ノルマルバレルアルデヒド 0.009 0.02 ○ ○  

イソバレルアルデヒド 0.003 0.006 ○ ○  

イソブタノール 0.9 4 ○ ○  

酢酸エチル 3 7 ○ ○  

メチルイソブチルケトン 1 3 ○ ○  

トルエン 10 30 ○ ○  

キシレン 1 2 ○ ○  

スチレン 0.8 2 ○   

プロピオン酸 0.07 0.2 ○   

ノルマル酪酸 0.002 0.006 ○   

ノルマル吉草酸 0.002 0.004 ○   

イソ吉草酸 0.004 0.01 ○   

1 この表に掲げる悪臭物質の測
定方法は昭和 47 年環境庁告示
第 9 号（平成 8 年環境庁告示第
4 号改正現在）に定める方法と
する。 
 
2 昭和 50 年 3 月 10 日県告示第
114 号によりアンモニア、メチ
ルメルカプタン、硫化水素、硫
化メチル及びトリメチルアミン
の 5 物質の規制基準を設定し
た。 
 
3 昭和 54 年 2 月 13 日県告示第
84 号により、二硫化メチル、ア
セトアルデヒド及びスチレンの
3 物質の規制基準を追加した。 
 
4 平成 3 年 2 月 28 日県告示第
161 号により、プロピオン酸、
ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸
及びイソ吉草酸の 4 物質の規制
基準を追加した。 
 
5 平成 7 年 2 月 23 日県告示第
140 号により、プロピオンアル
デヒド、ノルマルブチルアルデ
ヒド、イソブチルアルデヒド、
ノルマルバレルアルデヒド、イ
ソバレルアルデヒド、イソブタ
ノール、酢酸エチル、メチルイ
ソプチルケトン、トルエン及び
キシレンの 10 物質に規制基準
を追加した。（平成 7 年 4 月 1
日施行） 
 
6 同告示により、メチルメルカ
プタン、硫化水素、硫化メチ
ル、二硫化メチルの 4 物質を排
出水中の規制基準を追加した。
（平成 7 年 4 月 1 日施行） 

出典：悪臭防止法に基づく規制地域及び規制基準を指定（昭和 50 年：長野県告示第 114 号）3 1）  

 
 

（３１）森林法に基づく保安林 
調査区域には、「森林法」（昭和 26 年：法律第 249 号）第 25 条第 1 項の規定に

より指定された保安林（水源かん養保安林、土砂流出防備保安林、土砂崩壊防備保安
林及び干害防備保安林）があります。これら保安林を図  ２ .１ .９に示します。 

なお、実施区域には、土砂流出防備保安林の指定区域があります。 
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（３２）砂防法に基づく砂防指定地の指定状況 
調査区域における「砂防法」（明治 30年：法律第 29号）第 2条に基づく砂防指定地の状

況を図 ２.１.１０に示します。 

実施区域には小嵐付近に 1カ所の指定地があります。 

 

（３３）急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づく急傾斜地崩壊危険区域の指定状
況 
調査区域における「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」（昭和 44 年：法律 57

号）第 3条第 1項に基づく急傾斜地崩壊危険区域の指定状況を図 ２.１.１０に示します。 

調査区域には、急傾斜崩壊危険区域が西山や尾之島、和田の集落近傍に存在しますが、実
施区域にはありません。 

 

（３４）地すべり防止法に基づく地すべり防止区域の指定状況 
調査区域における「地すべり等防止法」（昭和 33年：法律第 30号）第 3条第 1項に基づ

く地すべり防止区域の指定状況を図 ２.１.１０に示します。 

実施区域には地すべり防止区域に指定された指定区域はありません。 

 

（３５）建設リサイクル法 

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」が平成 14年 5月 30日に全面施行され
ました。概要は以下のとおりです。 

本事業は、建設リサイクル法の対象建設工事であり、建設リサイクル法の適用を受けます。 

 

□建築物の解体等にあたっては、分別解体等及び再資源化等が義務付けられました。 

    ①対象建設工事は、床面積や請負金額の規模に応じて次のとおりです。 
  ・建築物の解体：80m2以上 

  ・建築物の新築・増築：500m2以上 

  ・建築物の修繕・模様替（リフォ－ム等）：1億円以上 

  ・その他の工作物に関する工事（土木工事等）：500万円以上 

    ②コンクリ－ト、アスファルト及び木材は、現場で分別すること。 
    ③分別解体に伴って生じた廃コンクリ－ト、廃アスファルト及び廃木材は、再資源化す 
     ること。（廃木材については、再資源化が困難な場合には、焼却による縮減で足りる。） 
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□分別解体等及び再資源化等の実施を確保するために、発注者や受注者の役割が明示さ 

 れました。 

 

 

掲

工
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８．地域の環境に係る方針等の状況 
（１）長野県環境基本条例 

長野県では、今後の環境政策を総合的かつ計画的に進めるための基本となる条例と
して、平成 8年 3月に長野県環境基本条例が制定されました。長野県環境基本条例で
は、社会の全ての構成員が共通の認識とすべき基本理念や県、市町村、事業者、県民
の責務、施策全体としての方向性を示す基本方針等を定めています。長野県環境基本
条例の体系を図  ２ .１ .１１に示します。 

 

 
出典：平成 19 年版環境白書（平成 20 年：長野県）3 2）  

図 ２.１.１１ 長野県環境基本条例の体系 
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（２）長野県環境基本計画 
長野県環境基本計画は、「環境基本条例」（平成 8 年：長野県条例第 13 号）第 8

条の規定に基づき、環境基本条例の基本理念の実現に向けて、環境保全に関する各種
施策を総合的かつ計画的に推進するための基本として平成 9年 2月に策定されました。
その後、新たに生じたダイオキシン等の有害化学物質問題や循環型社会形成、地球温
暖化問題等の課題や社会情勢の変化に対応するため、平成 13 年 2 月に改定を行いま
した。長野県環境基本計画の体系を図  ２ .１ .１２に示します。 

また、自然と人とが共生し、環境への負荷の少ない持続的に発展することができる
郷土を築くためには、県民、事業者、行政が適切な役割分担の下で、それぞれが進ん
で環境問題に取り組むことが必要であるとして、それぞれの主体が自発的に環境問題
に取り組めるようにガイドラインとして 187 項目の具体的な「行動指針」が示され
ています。 

 
出典：平成 19 年版環境白書（平成 20 年：長野県）3 2）  

図 ２.１.１２ 長野県環境基本計画の体系 
 

（３）各市村の環境基本条例 
「飯田市環境基本条例」（平成 9年：飯田市条例第 1号）では、環境の保全及び創

造に関する基本的施策として、施策の基本方針等、環境の保全及び創造に関する施策、
地球環境の保全に関する施策、施策の推進体制等について定められています。 

下伊那郡天龍村では、環境基本条例を制定していません。 
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（４）各市村の環境基本計画 
飯田市環境基本計画は、平成 8 年度に「21 いいだ環境プラン」として策定され、

平成 13 年度に見直しされています。平成 14 年度からは、市民・事業者・行政で組
織した「飯田市環境市民会議」を立ち上げ、行政だけでなく、市民・事業者の意見を
聞きながら環境計画を推進しています。また、平成 7 年 3 月には「緑化樹木選定指
針」が発刊されています。 

下伊那郡天龍村では、環境基本計画を策定していません。 

 

（５）都市緑地法に基づく緑地保全計画 
調査区域には、「都市緑地法」（昭和 48 年：法律第 72 号）第 6 条第 1 項の規定

による緑地保全計画はありません。 

 

（６）景観法に基づく景観計画 
調査区域には、「景観法」（平成 16 年：法律第 110 号）第 8 条第 1 項の規定に基

づき、調査区域のうち天龍村については、「長野県景観条例」により景観計画が策定
され、飯田市については、「飯田市景観条例」により景観計画が策定されています。 

以下、（７）、（８）に条例の概要及び景観計画の概要を示します。 

 

（７）長野県景観条例 
「長野県景観条例」（平成 4 年：長野県条例第 22 号）の概要は表  ２.１ .２８に示

すとおりです。 

なお、調査区域には、「景観形成重点地域」に指定された区域はありません。 
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表 ２.１.２８ 長野県景観条例の概要 
目的  地域の特性を活かした景観の保全と創造  
責務  景観形成の責務（県・市町村・県民・事業者）  

景観形成基本計画  

景観形成の基本となる計画（県知事策定）  
・景観形成の基本目標  
・大規模行為に関する基本的事項  
・景観形成重点地域に関する基本的事項  
・その他必要事項  

大規模行為  

大規模行為の届出・指導  
・大規模な建築物等の新築・増改築等  
・大規模な土地の形質変更・土石類の採取  
・大規模な物品の集積  
・大規模な広告物の表示・掲出  

景観形成重点地域  

景観形成上特に重要な地域を指定  
重点地域景観形成計画（県知事策定）  
景観形成に影響のある行為の届出・指導  
・建築物等の新築・増改築等  
・土地の形質変更・土石類の採取  
・物品の集積  
・広告物の表示・掲載  
既存建築物等についても指導できる  

公共事業等景観形
成指針  

公共事業等における景観形成の指針  
・基本的事項  
・共通指針  
・施設別指針（道路、橋梁、河川、建築物等）

誘導  

景観形成  
住民協定  

景観形成住民協定の認定（県知事）  
・住民が自ら行う景観形成活動  
・概要の公表  
・土地・建築物等の所有者等による協定  

景観審議会  景観形成・屋外広告物に関する重要事項の審議  
雑則  条例施行に必要な事項は知事が定める  
罰則  罰金、両罰規定  

   出典：長野県景観条例（平成 4 年：長野県条例第 22 号）3 3）  

 

 

（８）飯田市景観条例 
調査区域には、飯田市景観条例（平成 19 年：飯田市条例第 41 号）に基づき、土

地利用に関する他の条例との調整を図りながら、地域の特性及び個性を生かした景観
の育成を図り、もって市民の生活の向上並びに地域の経済及び社会の健全な発展に資
することを目的として、「飯田市景観計画」（平成 20 年１月１日（平成 20 年４月
１日変更））が策定されています。 

飯田市景観条例の概要は表  ２ .１ .２９に示すとおりで、景観計画における地域区分
は図  ２ .１ .１３に示すとおりです。 

調査区域は、「田園地域」及び「山地・高原」の区域となっており、中心市街地、
沿道地域、周辺市街地、都市の田園の区域はありません。また、景観育生特定地区や
景観重要公共施設、景観重要建造物及び景観重要木はありません。 
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表 ２.１.２９ 飯田市景観条例の概要 
目的  地域の特性及び個性を生かした景観の育成  

基本方針  基本方針を定めるときは、飯田市土地利用計画審議会に諮問  
（関連条例は下欄の①）  
・地域景観計画  

景観計画の策定等  
（関連条例②）  ・景観育成特定地区  

・緑地保全配慮地区及び準緑地配慮保全地区  
（関連条例③）  

・屋外広告物に関する基準（関連条例④）  
・地区毎に独自の景観の育成を積極的に図る地区  

大規模行為  

大規模行為の届出・指導  
・大規模な建築物等の新築・増改築等  
・大規模な土地の形質変更・土石類の採取  
・大規模な物品の集積  
・大規模な広告物の表示・掲出  

景観形成重点地域  

景観形成上特に重要な地域を指定  
重点地域景観形成計画（県知事策定）  
景観形成に影響のある行為の届出・指導  
・建築物等の新築・増改築等  
・土地の形質変更・土石類の採取  
・物品の集積 
・広告物の表示・掲載  
既存建築物等についても指導できる  

公共事業等景観形成
指針  

公共事業等における景観形成の指針  
・基本的事項  
・共通指針  
・施設別指針（道路、橋梁、河川、建築物等）  

行為の規制等  
※届出：景観法施
行規則による  
 
 
（ 関 連 条 例 ② 、
③、⑤）  

景観形成  
住民協定  

景観形成住民協定の認定（県知事）  
・住民が自ら行う景観形成活動  
・概要の公表 
・土地・建築物等の所有者等による協定  

景観重要建造物等  ・景観重要建造物の指定  
・景観重要樹木の指定  

景観資産等  

・景観資産の指定（関連条例⑥ 解除規定）  
・ふるさと風景地域の指定  
・景観育成推進地区の指定  
・景観育成団体の認定  

飯田市景観協議会  景観計画区域全域の景観の育成の協議  

地域景観協議会  地域固有の特性及び個性に応じた景観の育成の協議  景観協議会  

目的別景観協議会  景観重要公共施設の整備の目的その他の目的に応じ
設置  

準景観地区の指定
の提案等  個人又は複数の土地所有者が地区の指定を提案  

雑則  
・書類の閲覧  
・景観育成特定地区の標識の設置 
・その他（台帳整備、情報の発信及び提供、助言及び協力等）  

関連条例  

①飯田市土地利用計画審議会条例（平成 19 年、飯田市条例第 14 号）  
②飯田市土地利用基本条例（平成 19 年、飯田市条例第 15 号）  
③飯田市緑の育成条例（平成 19 年、飯田市条例第 42 号）  
④飯田市屋外広告物条例（平成 19 年、飯田市条例第 43 号）  
⑤飯田市土地利用調整条例（平成 19 年、飯田市条例第 39 号）  
⑥飯田市文化財保護条例（昭和 41 年、飯田市条例第 33 号）  

   出典：飯田市景観条例（平成 19 年：飯田市条例第 41 号）3 4 )  
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（９）水道水源保全地区の区域の状況 
長野県では、水環境保全総合計画の策定、水質の監視及び水道水源保全地区の指

定について必要な事項を定めることにより、水環境の保全対策の総合的な推進を図
り、県民の健康で文化的な生活を確保することを目的として、「長野県水環境保全
条例」（平成 4年：長野県条例第 12号）が制定されました。 

調査区域には、同条例第 11 条第 1 項の規定により指定された水道水源保全地区は
ありません。 

 

（１０）生活排水対策重点地域の区域の状況 
長野県内では、水質汚濁防止法第 14 条の 7 により生活排水対策が特に必要な地域

を生活排水対策重点地域に指定しています。 

なお、調査区域には生活排水対策重点地域はありません。 

 

（１１）長野県希少野生動植物保護条例に基づく生息地等保護区の指定状況 
調査区域に「長野県希少野生動植物保護条例」（平成 15 年：長野県条例第 32

号）第 23条第 1項の規定により指定された生息地等保護区はありません。 

 

（１２）主要な事業計画（開発動向） 
調査区域における主要な事業計画は表  ２.１ .３０、図  ２ .１ .１４に示すとおりです。 
調査区域では、道路事業として一般国道 152号の事業が整備中です。 

 

表 ２.１.３０ 主要な事業計画 
＜道路関連事業＞ 

番号 路 線 名 整 備 箇 所 事 業 内 容 

1 一般国道 152 号 和田バイパス 
（飯田市南信濃） 

延 長：4,114m 
車 線 数：2 車線  
事業予定期間：平成 10 年度～平成 24 年度  

2 一般国道 152 号  小嵐バイパス 
（飯田市南信濃） 

延 長：2,425m 
車 線 数：2 車線  
事業予定期間：平成 19 年度～平成 26 年度  

 出典：長野県ホームページ ht tp : / /www.p re f . n aga no . jp /do bo ku /d ou ken /g-ga iyo /h2 0 ga i yo .h tm４）  
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（１３）長野県廃棄物処理計画（第２期） 
長野県では、廃棄物の減量化目標やリサイクル目標、目標達成のための県民・事

業者・行政それぞれの取り組みの指針を示す長野県廃棄物処理計画（第２期：平成
１８～２２年度）を策定しています。 

 
■リサイクルの推進 
●建設廃棄物のリサイクルの現状 

県内建設副産物の再資源化率等                   単位：％ 

 H7年度 H12年度 H14年度 H17年度 
H22年度 
県目標※ 

アスファルト・コンクリート塊 ６６ １００ ９９ ９７ １００
コンクリート塊 ５３ １００ ９７ ９８ １００
建設発生木材（縮減含む） － ８４ ９０ ９４ ９５
建設発生木材（縮減除く） １０ ２２ ５２ ６７ －
建設汚泥 １１ １４ ４５ ２１ ６０
建設混合廃棄物 ２ １ ４１ ４９ ６０
建設廃棄物全体 ４１ ８６ ９１ ９３ －
※県目標は「長野県建設リサイクル推進指針（H14年度策定）に基づく 
 
●建設廃棄物のリサイクル推進の課題 
・アスファルト・コンクリート塊及びコンクリート塊等は、再生骨材の路盤材以外の利用等を
進め、今後も一層再資源化をひろめていくことが求められます。また、アスベスト含有廃棄
物は、通常のがれき類とは分離した保管、処理及び処分が求められます。 

・建設発生木材は、「長野県における木くず等の利用・保管に係るガイドライン（平成 17 年
4 月）」に基づく適正な再資源化を推進するとともに、建設発生木材等の再生又は処理委託
先を確保したうえでの工事受注が必要です。 

・建設汚泥・混合廃棄物等は、「建設汚泥の再生利用に関するガイドライン（平成 18 年：国
土交通省）」等に則った適正な再資源化方法の確立が求められます。 

 
■計画の目標達成のための具体的取組 
●排出事業者の役割 
a 廃棄物をより少なくするよう、生産・流通活動の見直しや改善を日々継続しましょう。 
b 次のステップとして「ゼロ・エミッション」活動に取り組み、ゼロ・エミッションのス
テージアップを進めましょう。（処理業者頼みのリサイクルから独自ルートの開発へ。又
は生産ラインでのリサイクルへ） 

c 「ゼロ・エミッション」の次は「インバース・マニュファクチャリング」（製品がリサイ
クルされることを前提にした設計・製造・流通）を目指しましょう。 

d 排出者責任に基づく適正な廃棄物の処理委託を行いましょう。 
e 「排出事業者のための廃棄物・リサイクルガバナンスガイドライン」（平成 16 年 9月：産
業構造審議会環境部会廃棄物・リサイクル小委員会（経済産業省）策定）を活用し、事業
場における廃棄物の適正管理を進めましょう。 

f 平成 20 年度（平成 19 年度実績）から義務づけられた管理票（マニフェスト）交付状況の
知事への報告義務（法第 12条の 3第 6項）を確実に履行しましょう。 

 
出典：長野県廃棄物処理計画（第２期）（平成 19年 3月：長野県）35）  
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（１４）長野県中期総合計画 
長野県では、新たな時代にふさわしい長野県づくりを計画的、総合的に進めてい

くため、その方向性や方策を明らかにする長野県中期総合計画（計画期間：平成 20

年～24年度）を平成 20年 3月に策定しています。 

計画の組み立ては、表  ２.１ .３１に示すとおりです。 

道路事業関連の施策としては、高速交通ネットワークの整備と道路ネットワーク
の整備があげられています。 

また、調査対象地域が含まれる飯伊地域については、“三遠南信から未来
あ す
を拓く

水と緑の交流空間”と位置付けて、以下の施策の展開を行うとされています。 

＜施策の展開＞ 

① 自然と人と文化が織り成す環境に優しい地域社会の形成 

② 交流と知恵で広がる力強い地域産業の育成 

③ 温かな心がかよう安らぎと安全の地域づくり 
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